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中国で立ち上げた現地法人の経営を終了し中国から撤退する局面については、一般的には

「現地法人の清算」として説明されます。しかしながら、現地法人の経営を終了して中国か

ら撤退する場合には、現地法人の「清算」手続きとともに「法人登記の抹消」手続きとを行

うことになります。今回は、中国からの撤退に当たって必要となる手続きについて、「清算」

と「法人登記の抹消」との相違点を強調しつつ説明します。 

 

１．現地法人の経営終了と中国からの撤退 

中国現地法人は、（1）経営期限が到来した場合、（2）出資者など最高意思決定権限を有す

る者が経営終了の意思決定を行った場合、（3）その他定款や法令が規定する場合、において

経営が終了します。経営が終了すると、出資者としては、投下資本（残余資金）の回収の方

向に関心が向きがちです。しかしながら、現地法人は、中国の法令により法人として活動す

ることが認められた組織ですので、撤退に当たっては中国の法令に基づいてこの組織を解散

する必要があります。経営終了は、中国からの撤退の第一歩ですが、最終的には法令に基づ

く現地法人の解散手続きが完了し、残余資金を出資者に送金することにより撤退が完了する

ことになります。 

 

２．中国からの撤退が完了するまでの手続き 

例えば、現地法人の経営悪化により出資者が経営終了の意思決定を行った場合、この時点

まで経営を行っていた現地法人には現預金の他に売掛金や固定資産などの資産、買掛金や未

払金、借入金などの負債のほか、従業員の契約解除に伴い発生することが想定される経済補

償金や申告漏れの税金などの未確定の債務や債権が存在しているはずです。経営終了の意思

決定を行った後、現地法人が解散するためには、まずこれらの資産や負債、未確定債権や債

務を整理、清算して、出資者に返金すべき資金を確定することが必要となりますが、この手

続を「清算」といいます。「清算」が完了すると、現地法人には現預金のみが残存することに

なりますが、この現預金は以下で記載する法人解散の手続きを行ったのちに国外の出資者に

返金されることになります。 

一方、現地法人は中国の法令に基づいて法人として登記され、営業活動することが認めら

れています。経営が終了することにより現地法人は解散することになりますので、中国の法

令に基づいて現地法人が解散したことを登記する必要があります。言いかえると現地法人を

解散して撤退するためには、法人としての登記（法人登記）を抹消しなければなりません。 

このように、中国からの撤退が完了するまでには、現地法人の「清算」を行うとともに、

最終的には「法人登記の抹消」を行い、そののちに現地法人の残余資金を出資者に返金する、

というプロセスを経る必要があります。 
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■現地法人を解散して中国から撤退するための手続き 

順序 手続 概要 

1． 現地法人経営終了の意思決

定 

法人の最高意思決定権限者が意思決定を行う手続 

2． 現地法人の清算 現地法人を解散し出資者に返金する金額を確定す

る手続 

3． 法人登記の抹消 法令に基づき現地法人の解散を確定する手続 

4． 出資者への残余資金の返金 現地法人に残存する資金を出資者に返金する手続 

 

３．撤退に当たっての注意事項 

このように、現地法人を解散して中国から撤退するための手続きは、大別して「清算」及

び「法人登記の抹消」に分類することができます。撤退に当たっては、それぞれの手続きが

どのように進行しているのか、またどのような段階にあるのか、などといった事項を随時確

認するとともに、最終的には法人登記が抹消され残余資金が返金されたことまで確認を行う

必要があります。 

 

【ご案内】 

上海成和ビジネスコンサルティング（税理士法人成和）では、2017年 4月より毎月、 “ツ

ボを押さえる中国ビジネス基礎講座” と題した無料勉強会の開催を予定しております。

12 月、1 月のテーマは以下の通りとなっております。参加をご希望の方は、下記の連絡

先（担当：西澤）までお問い合わせください。 

 2017年 12月 20日（水）16:00～17:30  【定員 5名】 

テーマ ：  税務の基礎を理解しよう 

         ～  “増値税”について 

 2018年 1月 24日（水）16:00～17:30  【定員 5名】 

テーマ ：  労務管理の基礎を理解しよう 

         ～  “労働契約の締結と解除”について 

講師  ：  上海成和ビジネスコンサルティング 西澤民行 

会場  ：  上海成和ビジネスコンサルティング 会議室 
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